
 
 

 

 

福山市建設工事優良成績者表彰要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市が発注した建設工事（以下「工事」という。）のうち、優秀な工事

成績をもって完成した者を表彰することにより、適正な施工と技術の向上を図るととも

に、優れた品質の調達に資することを目的とする。 

（表彰） 

第２条 市長は、市が発注した工事について、優秀な工事成績で完成した建設業者及び当該

工事に配置されていた技術者を、当該工事の完成検査を実施した年度の翌年度に表彰す

るものとする。 

（表彰の対象） 

第３条 表彰は、表彰年度の前年度に完成した請負金額５００万円以上の工事（共同企業体

を構成して施工した工事については、出資比率が２０％以上である場合に限る。）で、当

該工事の工事成績の評定点が８５点以上の工事ごとに、次の各号に掲げる者に対して行

うものとする。 

（１）次のアからウまでに該当する建設業者（元請負人に限る。） 

ア 福山市建設工事等競争入札参加資格を有する者であること。 

イ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に定める主たる営業

所を福山市内に有する者であること。 

ウ 表彰年度の前年度に完成した請負金額５００万円以上の工事で、技術検査課が

実施した完成検査の実績が２件以上ある者であること。なお、共同企業体を構成

して施工した工事においては、出資比率２０％以上の場合に実績として認めるも

のとする。 

（２）次のア及びイに該当する技術者 

ア 前号の建設業者が施工した表彰の対象となる工事について、全工事期間にわた

って配置されていた主任技術者又は監理技術者であること。 

イ 表彰の日において、前号の建設業者に所属している者であること。 

（欠格事項） 

第４条 前条に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、表

彰を行わない。 

（１）表彰年度の前年度当初から表彰の日までの間において、福山市建設工事等指名除外

基準要綱に基づく指名除外若しくは指名留保の措置を受け、又は措置を受けることが

明らかである建設業者及び当該建設業者に所属する技術者 

（２）表彰年度の前年度に完成したすべての工事のうち、工事成績の評定点が６５点未満



 
 

 

 

となった工事がある建設業者及び当該工事に配置されていた主任技術者又は監理技

術者 

（３）その他表彰することが不適当であると認められる者 

（表彰審査委員会） 

第５条 第２条の規定による表彰について、その可否を審査するため、福山市建設業者表彰

審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長及び委員は、別表第１の職にある者をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。 

５ 委員長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 

６ 委員長は、審査において必要があると認めるときは福山市工事成績評定要綱第３条の規

定に基づく工事成績の評定者に出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。 

（表彰する者の決定） 

第６条 市長は、表彰の対象となる者について、表彰審査委員会が行う審査の結果に基づき、

表彰する者を決定する。 

（事務局） 

第７条 表彰審査委員会の事務は、建設局建設管理部建設政策課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、２００６年（平成１８年）４月１日から施行する。 

２ この要綱に定める表彰年度は、２００７年度（平成１９年度）以降とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、２０１１年（平成２３年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の第３条及び第４条の規定は、２０１１年度（平成２３年度）

における評価の結果に基づく２０１２年度（平成２４年度）の措置から適用し、２０１

０年度（平成２２年度）における評価の結果に基づく２０１１年度（平成２３年度）の

措置については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、２０１２年（平成２４年）４月１日から施行する。 

附 則 



 
 

 

 

この要綱は、２０１３年（平成２５年）４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、２０１４年（平成２６年）４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、２０１６年（平成２８年）４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、２０１７年（平成２９年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０１８年（平成３０年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０１９年（平成３１年）４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、２０２０年（令和２年）７月１日から施行する。  

  附 則 

この要綱は、２０２１年（令和３年）４月１日から施行する。  

  附 則 

この要綱は、２０２３年（令和５年）４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、２０２４年（令和６年）４月１日から施行する。 

 

別表第１ 

区 分 職 名 

委 員 長 建 設 局 長 

委 員 建 設 管 理 部 長 

 土 木 部 長 

 農 林 土 木 担 当 部 長 

 都 市 部 長 

 建 築 部 長 

 建設管理部建設政策課契約担当課長 

 建 設 管 理 部 技 術 検 査 課 長 

 

 


